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第３版 ２０２５年８月１日

操作マニュアル

【バイオマス燃料の調達及び使用計画書
（変更手続用）】 

本マニュアルでは、変更手続の際に登録を求める
バイオマス燃料の調達及び使用計画書の入力方法について説明します。
※入力後の出力イメージについては、燃料計画書記載例を参照してください。
※前後のその他の入力方法等については各手続のマニュアルをご参照ください。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/nensho_henko_kisairei.pdf


バイオマス燃料の調達及び使用計画書

1バイオマス燃料の調達及び使用計画書

バイオマス燃料の調達及び使用計画書入力画面は、
バイオマス発電に用いる燃料（メタン発酵ガス化発電の場合は原料）の種類や量、調達先等の調達計画及
び当該燃料の使用計画を明らかにする書類として求めている、バイオマス燃料の調達及び使用計画書に記載
する事項についてシステム上で入力をするための画面です。

※従来Word等様式に記入し申請時に添付していた「バイオマス燃料の調達及び使用計画書」は、2024年8
月1日以降、本システムへの直接入力による申請に変更しました。



バイオマス燃料の調達及び使用計画書

2バイオマス燃料の調達及び使用計画書

システムではバイオマス燃料の調達及び使用計画書に必要な情報について、
様式に記載の順序通りに以下の画面に分かれて入力していただきます。

申請者情報
１．バイオマス燃料の使用予定数量等の

総括

２．国内の森林に係る木質バイオマス
燃料の概況

（１）使用予定量、調達方法等

２．国内の森林に係る木質バイオマス
燃料の概況

（２）変更後の伐出事業者の供給計画
（３）変更後の製材等事業者の供給計画
（４）変更後のチップ等加工事業者の

 供給計画

２．国内の森林に係る木質バイオマス
燃料の概況

（５）追加・変更の木質バイオマス燃料の
 価格構成

３．国内の森林に係る木質バイオマス以外
のバイオマス燃料の概況
（１）使用予定数量等

３．国内の森林に係る木質バイオマス以外
のバイオマス燃料の概況
（２）変更後の輸入木材等の

 製材等事業者の供給計画
（３）変更後のチップ等加工事業者の

 供給計画

４．バイオマス燃料の入手ルート ５．追加した燃料の廃棄物該当性

６．燃焼灰の処理
７．燃料供給者等関係者との調整状況

メタン発酵ガス化発電以外の場合

申請者情報
１．使用原料の説明

３．使用原料・燃料
４．バイオマス燃料の

入手ルート
５．追加した燃料の

廃棄物該当性

メタン発酵ガス化発電の場合

６．発酵残渣[消化液（固液分離する
場合は固分、液分の両方）]の
取扱いについて

７．事業円滑化のための地域社会に
対する対応

８．その他
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3バイオマス燃料の調達及び使用計画書

使用する燃料、バイオマス燃料の調達及び仕様計画書をシステムを通じて登録したことがあるかに応じて
手順等が異なりますので以下の表および次ページの表に従って該当するページ等を参照して手続きを進めてください。

2024年8月1日以降新規認定申請
または変更手続きにおいて、すでにバイ
オマス燃料の調達及び仕様計画書を
システムを通じて登録している場合

当該変更手続きにおいて、初めてバイ
オマス燃料の調達及び仕様計画書を

システムを通じて登録する場合

申請者情報
１．バイオマス燃料の使用予定数量等の総括

P.5～15
（パターン①）

P.16～26
（パターン②）

２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況
（１）使用予定量、調達方法等

P.54～64
（パターン①）

P.54,65～74
（パターン②）

２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況
（２）変更後の伐出事業者の供給計画
（３）変更後の製材等事業者の供給計画
（４）変更後のチップ等加工事業者の供給計画

P.75～87

２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況
（５）追加・変更の木質バイオマス燃料の価格構成

P.88～91

３．国内の森林に係る木質バイオマス以外のバイオマス燃料の概況
（１）使用予定数量等

P.92～96

３．国内の森林に係る木質バイオマス以外のバイオマス燃料の概況
（２）変更後の輸入木材等の製材等事業者の供給計画
（３）変更後のチップ等加工事業者の供給計画

P.97～106

４．バイオマス燃料の入手ルート P.113～120
（パターン①）

P.113,121～128
（パターン②）

５．追加した燃料の廃棄物該当性 P.129～133

６．燃焼灰の処理
７．燃料供給者等関係者との調整状況

P.134～143

メタン発酵ガス化発電以外の場合
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4バイオマス燃料の調達及び使用計画書

2024年8月1日以降新規認定申請
または変更手続きにおいて、すでにバイ
オマス燃料の調達及び仕様計画書を
システムを通じて登録している場合

当該変更手続きにおいて、初めてバイ
オマス燃料の調達及び仕様計画書を

システムを通じて登録する場合

申請者情報
１．使用原料の説明

P.27～39
（パターン③）

P.40～52
（パターン④）

３．使用原料・燃料 P.107～112

４．バイオマス燃料の入手ルート P.113～120
（パターン①）

P.113,121～128
（パターン②）

５．追加した燃料の廃棄物該当性 P.129～133

６．発酵残渣[消化液（固液分離する場合は固分、液分の両方）]の
取扱いについて

７．事業円滑化のための地域社会に対する対応
８．その他

P.144～146

メタン発酵ガス化発電の場合
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5バイオマス燃料の調達及び使用計画書

バイオマス燃料の調達及び使用計画書入力画面は、
はじめに申請様式に係る申請内容（事業者名や発電設備の設置場所、使用燃料等）を入力していただいた
後、申請情報参照画面から進んでいただけます。

「バイオマス燃料計画登録」ボタンをクリックします。



申請者情報・１．バイオマス燃料の使用予定数量等の総括

6バイオマス燃料の調達及び使用計画書

申請者情報、１．バイオマス燃料の使用予定数量等の総括について入力します。パ
タ
ー
ン
①
の
場
合



申請者情報

7バイオマス燃料の調達及び使用計画書

変更事項を選択します。

申請者情報における発電方式と変更事項以外の情報は、すべて予め入力した申請様式に係る申請内容を表示
しています。
※当該項目について修正が必要な場合は戻るボタンから参照画面に戻っていただき、編集ボタンより申請様式に
係る申請内容の入力画面に戻って修正をしてください。修正後改めて当該画面に進んでいただくと修正いただいた
内容がこちらに反映されます。

パ
タ
ー
ン
①
の
場
合

発電方式を入力します。
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8バイオマス燃料の調達及び使用計画書

１．バイオマス燃料の使用予定数量等の総括では、変更前・変更後にそれぞれ以下の通り入力枠を表示しています。
・変更前：認定情報として現在登録されている燃料毎の総括について表示しています。
・変更後：申請様式の変更後の「バイオマス使用燃料」に入力した燃料毎に入力枠を表示しています。

追加した燃料については空の入力枠を、変更していない燃料については変更前と同じ内容を表示しています。
（事前変更届出においては変更前後ともに認定情報として登録されている燃料毎に入力枠を表示しています。）

変更前後の使用数量等をそれぞれに入力します。

パ
タ
ー
ン
①
の
場
合



１．バイオマス燃料の使用予定数量等の総括

9バイオマス燃料の調達及び使用計画書

各燃料について複数の調達事業者
や収集地域から調達する場合は入
力欄を追加してすべての調達事業
者、収集地域情報を入力します。

燃料名欄には、使用燃料にて入力
した「具体的な燃料名」が自動で表
示されます。

変更前の表には、認定情報として登録されている燃料毎の総括について表示しています。
基本的には表示されている内容のまま変更は不要ですが、変更前の情報として相違する点があれば修正をします。

パ
タ
ー
ン
①
の
場
合



１．バイオマス燃料の使用予定数量等の総括

10バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「変更事項」について、
変更後も利用する燃料の場合は
「-」を選択してください。
※変更後は利用しない燃料の場合
は「削除」を選択し、行自体は削除
せず入力してください。

「調達事業者」には発
電設備に燃料を納入
する事業者名を入力し
てください。発電事業
者が自ら発電設備へ
燃料を供給する場合
は、発電事業者の名
称を入力してください。

「年間使用数量（t/年）
」には国内調達燃料につ
いては都道府県単位、輸
入燃料については原産国
単位で入力してください。

パ
タ
ー
ン
①
の
場
合



１．バイオマス燃料の使用予定数量等の総括

11バイオマス燃料の調達及び使用計画書

パ
タ
ー
ン
①
の
場
合

「収集地域（国内/国外）」の欄の国内/国外
の表示を確認します。修正したい場合は、申請
様式に係る申請内容の入力画面に戻って修正
をしてください。

「収集地域（都道府県・原産国）」では
国内調達燃料の場合は該当する都道府県を
選択し、輸入燃料の場合は原産国名を入力し
ます。



１．バイオマス燃料の使用予定数量等の総括

12バイオマス燃料の調達及び使用計画書

パ
タ
ー
ン
①
の
場
合

各燃料について、適宜入力欄を増やしてすべての「調達事業者」、「収集地域」情報等を入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）



１．バイオマス燃料の使用予定数量等の総括

13バイオマス燃料の調達及び使用計画書

各燃料について複数の調達事業者や収
集地域から調達する場合は入力欄を追
加してすべての調達事業者、収集地域
情報を入力します。

燃料名欄には、使用燃料にて入力した「
具体的な燃料名」が自動で表示されま
す。

変更後の表には、変更していない燃料については認定情報として登録されている燃料毎の使用原料の説明について
表示しています。追加した燃料については空の入力枠を表示しています。

パ
タ
ー
ン
①
の
場
合



１．バイオマス燃料の使用予定数量等の総括

14バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「変更事項」について、該当する選択
肢を選択してください。

「調達事業者」には発
電設備に燃料を納入
する事業者名を入力し
てください。発電事業
者が自ら発電設備へ
燃料を供給する場合
は、発電事業者の名
称を入力してください。

「年間使用数量（t/年）
」には国内調達燃料につ
いては都道府県単位、輸
入燃料については原産国
単位で入力してください。

パ
タ
ー
ン
①
の
場
合



１．バイオマス燃料の使用予定数量等の総括

15バイオマス燃料の調達及び使用計画書

パ
タ
ー
ン
①
の
場
合

「収集地域（国内/国外）」の欄の国内/国外
の表示を確認します。修正したい場合は、申請
様式に係る申請内容の入力画面に戻って修正
をしてください。

「収集地域（都道府県・原産国）」では
国内調達燃料の場合は該当する都道府県を
選択し、輸入燃料の場合は原産国名を入力し
ます。



１．バイオマス燃料の使用予定数量等の総括

16バイオマス燃料の調達及び使用計画書

パ
タ
ー
ン
①
の
場
合

各燃料について、適宜入力欄を増やしてすべての「調達事業者」、「収集地域」等の情報を入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）

すべての情報を入力後、保存し
て次に進むボタンをクリックします。
※P.54へ進みます。



申請者情報・１．バイオマス燃料の使用予定数量等の総括

17バイオマス燃料の調達及び使用計画書

申請者情報、１．バイオマス燃料の使用予定数量等の総括について入力します。パ
タ
ー
ン
②
の
場
合



申請者情報

18バイオマス燃料の調達及び使用計画書

変更事項を選択します。

申請者情報における発電方式と変更事項以外の情報は、すべて予め入力した申請様式に係る申請内容を表示
しています。
※当該項目について修正が必要な場合は戻るボタンから参照画面に戻っていただき、編集ボタンより申請様式に
係る申請内容の入力画面に戻って修正をしてください。修正後改めて当該画面に進んでいただくと修正いただいた
内容がこちらに反映されます。

発電方式を入力します。

パ
タ
ー
ン
②
の
場
合



１．バイオマス燃料の使用予定数量等の総括

19バイオマス燃料の調達及び使用計画書

１．バイオマス燃料の使用予定数量等の総括では、変更前・変更後にそれぞれ以下の通り入力枠を表示しています。

・変更前：認定情報として現在登録されている燃料毎に空の入力枠を表示しています。
・変更後：申請様式の変更後の「バイオマス使用燃料」に入力した燃料毎に空の入力枠を表示しています。
（事前変更届出においては変更前後ともに認定情報として登録されている燃料毎に入力枠を表示しています。）

変更前後の使用数量等をそれぞれ新たに入力します。

パ
タ
ー
ン
②
の
場
合



１．バイオマス燃料の使用予定数量等の総括

20バイオマス燃料の調達及び使用計画書

各燃料について複数の調達事業
者や収集地域から調達する場合
は入力欄を追加してすべての調
達事業者、収集地域情報を入
力します。

燃料名欄には、使用燃料にて入
力した「具体的な燃料名」が自動
で表示されます。

変更前の表には、変更前の各燃料における調達事業者・収集地域ごとの使用数量等について入力します。パ
タ
ー
ン
②
の
場
合



１．バイオマス燃料の使用予定数量等の総括

21バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「変更事項」について、
変更後も利用する燃料の場合は
「-」を選択してください。
※変更後は利用しない燃料の場合
は「削除」を選択し入力してください。

「調達事業者」には発
電設備に燃料を納入
する事業者名を入力し
てください。発電事業
者が自ら発電設備へ
燃料を供給する場合
は、発電事業者の名
称を入力してください。

「年間使用数量（t/年）
」には国内調達燃料につ
いては都道府県単位、輸
入燃料については原産国
単位で入力してください。

パ
タ
ー
ン
②
の
場
合



１．バイオマス燃料の使用予定数量等の総括

22バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「収集地域（国内/国外）」の欄の国内/国外
の表示を確認します。修正したい場合は、申請
様式に係る申請内容の入力画面に戻って修正
をしてください。

「収集地域（都道府県・原産国）」では
国内調達燃料の場合は該当する都道府県を
選択し、輸入燃料の場合は原産国名を入力し
ます。

パ
タ
ー
ン
②
の
場
合



１．バイオマス燃料の使用予定数量等の総括

23バイオマス燃料の調達及び使用計画書

各燃料について、適宜入力欄を増やしてすべての「調達事業者」、「収集地域」情報等を入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）

パ
タ
ー
ン
②
の
場
合



１．バイオマス燃料の使用予定数量等の総括

24バイオマス燃料の調達及び使用計画書

各燃料について複数の調達事業者や
収集地域から調達する場合は入力欄
を追加してすべての調達事業者、収
集地域情報を入力します。

燃料名欄には、使用燃料にて入力し
た「具体的な燃料名」が自動で表示
されます。

変更後の表には、変更していない燃料については認定情報として登録されている燃料毎の総括について表示していま
す。追加した燃料については空の入力枠を表示しています。

パ
タ
ー
ン
②
の
場
合



１．バイオマス燃料の使用予定数量等の総括

25バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「変更事項」について、該当する選択
肢を選択してください。

「調達事業者」には発
電設備に燃料を納入
する事業者名を入力し
てください。発電事業
者が自ら発電設備へ
燃料を供給する場合
は、発電事業者の名
称を入力してください。

「年間使用数量（t/年）
」には国内調達燃料につ
いては都道府県単位、輸
入燃料については原産国
単位で入力してください。

パ
タ
ー
ン
②
の
場
合



１．バイオマス燃料の使用予定数量等の総括

26バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「収集地域（国内/国外）」の欄の国内/国外
の表示を確認します。修正したい場合は、申請
様式に係る申請内容の入力画面に戻って修正
をしてください。

「収集地域（都道府県・原産国）」では
国内調達燃料の場合は該当する都道府県を
選択し、輸入燃料の場合は原産国名を入力し
ます。

パ
タ
ー
ン
②
の
場
合



１．バイオマス燃料の使用予定数量等の総括

27バイオマス燃料の調達及び使用計画書

各燃料について、適宜入力欄を増やしてすべての「調達事業者」、「収集地域」等の情報を入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）

パ
タ
ー
ン
②
の
場
合

すべての情報を入力後、保存し
て次に進むボタンをクリックします。
※P.54へ進みます。



申請者情報・１．使用原料の説明

28バイオマス燃料の調達及び使用計画書

申請者情報、１．使用原料の説明について入力します。パ
タ
ー
ン
③
の
場
合



申請者情報

29バイオマス燃料の調達及び使用計画書

変更事項を選択します。

申請者情報における変更事項以外の情報は、すべて予め入力した申請様式に係る申請内容を表示しています。
※当該項目について修正が必要な場合は戻るボタンから参照画面に戻っていただき、編集ボタンより申請様式に
係る申請内容の入力画面に戻って修正をしてください。修正後改めて当該画面に進んでいただくと修正いただいた
内容がこちらに反映されます。

パ
タ
ー
ン
③
の
場
合



１．使用原料の説明

30バイオマス燃料の調達及び使用計画書

１．使用原料の説明では、変更前・変更後にそれぞれ以下の通り入力枠を表示しています。
・変更前：認定情報として現在登録されている燃料毎の使用原料の説明について表示しています。
・変更後：申請様式の変更後の「バイオマス使用燃料」に入力した燃料毎に入力枠を表示しています。

追加した燃料については空の入力枠を、変更していない燃料については変更前と同じ内容を表示しています。
（事前変更届出においては変更前後ともに認定情報として登録されている燃料毎に入力枠を表示しています。）

変更前後の使用数量等をそれぞれに入力します。

パ
タ
ー
ン
③
の
場
合



１．使用原料の説明

31バイオマス燃料の調達及び使用計画書

各原料について複数の調達地域等か
ら調達する場合は入力欄を追加してす
べての情報を入力します。

原料名欄には、使用燃料にて入力した
「具体的な原料名」が自動で表示され
ます。

変更前の表には、認定情報として登録されている燃料毎の使用原料の説明について表示しています。
基本的には表示されている内容のまま変更は不要ですが、変更前の情報として相違する点があれば修正をします。

パ
タ
ー
ン
③
の
場
合



１．使用原料の説明

32バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「変更事項」について、
変更後も利用する燃料の場合は
「-」を選択してください。
※変更後は利用しない燃料の場合
は「削除」を選択し、行自体は削除
せず入力してください。

「市区町村」について、
使用原料を調達する都
道府県の市区町村を
選択してください。

「都道府県」について、使用原
料を調達する都道府県を選
択してください。

パ
タ
ー
ン
③
の
場
合



１．使用原料の説明

33バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「調達事業者（発電設備に燃料を納入する事業者
）」を入力してください。発電事業者が自ら発電設備
へ燃料（メタン発酵ガスの場合は原料）を供給する
場合は、発電事業者の名称を入力してください。

「年間使用数量（t/年）」には
都道府県・市区町村・調達事業
者単位で入力してください。

パ
タ
ー
ン
③
の
場
合



１．使用原料の説明

34バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「一般廃棄物・産業廃棄物区分」には当該原料
の廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 
29年法律第72号。以下「廃掃法」という。）上
の廃棄物該当性について、判断権者の判断・見
解を確認し、確認先及び判断結果等を選択して
ください。（判断権者は、産業廃棄物については
各都道府県（廃棄物の処理及び清掃に関する
法律施行令(昭和46年政令第300号)第27条
に規定する市を含む。）の廃棄物担当課、一般
廃棄物については各市区町村の廃棄物担当課
です。）

「一般廃棄物・産業廃棄物処分業許可及び施
設設置許可の要否」には使用原料が原料納入
時において廃掃法上の廃棄物に該当する場合は
、原料のメタン発酵処理に一般廃棄物・産業廃
棄物処分業許可及び施設設置許可を要するか
どうかについて関係機関に確認し該当する選択肢
を選択してください。（ただし、使用原料が原料
納入時において「廃棄物」に該当する場合であっ
ても、廃掃法等により上記の許可が不要とされて
いる場合は、当該許可が不要となる根拠を示す
書面を書類添付画面にて添付してください。）

パ
タ
ー
ン
③
の
場
合



１．使用原料の説明

35バイオマス燃料の調達及び使用計画書

各原料について複数の調達地域等から調達する場合、適宜入力欄を増やしてすべての情報を入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）
※使用しなくなった燃料等の情報は物理的に削除するのではなく、変更事項で「削除」を選択するようにしてください。

パ
タ
ー
ン
③
の
場
合



１．使用原料の説明

36バイオマス燃料の調達及び使用計画書

各原料について複数の調達地域等か
ら調達する場合は入力欄を追加してす
べての情報を入力します。

原料名欄には、使用燃料にて入力した
「具体的な原料名」が自動で表示され
ます。

変更後の表には、変更していない燃料については認定情報として登録されている燃料毎の使用原料の説明について
表示しています。追加した燃料については空の入力枠を表示しています。

パ
タ
ー
ン
③
の
場
合



１．使用原料の説明

37バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「変更事項」について、該当する選択
肢を選択してください。

「市区町村」について、
使用原料を調達する都
道府県の市区町村を
選択してください。

「都道府県」について、使用原
料を調達する都道府県を選
択してください。

パ
タ
ー
ン
③
の
場
合



１．使用原料の説明

38バイオマス燃料の調達及び使用計画書

パ
タ
ー
ン
③
の
場
合

「調達事業者（発電設備に燃料を納入する事業者
）」を入力してください。発電事業者が自ら発電設備
へ燃料（メタン発酵ガスの場合は原料）を供給する
場合は、発電事業者の名称を入力してください。

「年間使用数量（t/年）」には
都道府県・市区町村・調達事業
者単位で入力してください。



１．使用原料の説明

39バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「一般廃棄物・産業廃棄物区分」には当該原料
の廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 
29年法律第72号。以下「廃掃法」という。）上
の廃棄物該当性について、判断権者の判断・見
解を確認し、確認先及び判断結果等を選択して
ください。（判断権者は、産業廃棄物については
各都道府県（廃棄物の処理及び清掃に関する
法律施行令(昭和46年政令第300号)第27条
に規定する市を含む。）の廃棄物担当課、一般
廃棄物については各市区町村の廃棄物担当課
です。）

「一般廃棄物・産業廃棄物処分業許可及び施
設設置許可の要否」には使用原料が原料納入
時において廃掃法上の廃棄物に該当する場合は
、原料のメタン発酵処理に一般廃棄物・産業廃
棄物処分業許可及び施設設置許可を要するか
どうかについて関係機関に確認し該当する選択肢
を選択してください。（ただし、使用原料が原料
納入時において「廃棄物」に該当する場合であっ
ても、廃掃法等により上記の許可が不要とされて
いる場合は、当該許可が不要となる根拠を示す
書面を書類添付画面にて添付してください。）

パ
タ
ー
ン
③
の
場
合



１．使用原料の説明

40バイオマス燃料の調達及び使用計画書

パ
タ
ー
ン
③
の
場
合

すべての情報を入力後、保存し
て次に進むボタンをクリックします。
※P.107へ進みます。

各原料について複数の調達地域等から調達する場合、適宜入力欄を増やしてすべての情報を入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）



申請者情報・１．使用原料の説明

41バイオマス燃料の調達及び使用計画書

申請者情報、１．使用原料の説明について入力します。パ
タ
ー
ン
④
の
場
合



申請者情報

42バイオマス燃料の調達及び使用計画書

変更事項を選択します。

パ
タ
ー
ン
④
の
場
合

申請者情報における変更事項以外の情報は、すべて予め入力した申請様式に係る申請内容を表示しています。
※当該項目について修正が必要な場合は戻るボタンから参照画面に戻っていただき、編集ボタンより申請様式に
係る申請内容の入力画面に戻って修正をしてください。修正後改めて当該画面に進んでいただくと修正いただいた
内容がこちらに反映されます。



１．使用原料の説明

43バイオマス燃料の調達及び使用計画書

パ
タ
ー
ン
④
の
場
合

１．使用原料の説明では、変更前・変更後にそれぞれ以下の通り入力枠を表示しています。
・変更前：認定情報として現在登録されている燃料毎に空の入力枠を表示しています。
・変更後：申請様式の変更後の「バイオマス使用燃料」に入力した燃料毎に空の入力枠を表示しています。
（事前変更届出においては変更前後ともに認定情報として登録されている燃料毎に入力枠を表示しています。）

変更前後の使用数量等をそれぞれ新たに入力します。



１．使用原料の説明

44バイオマス燃料の調達及び使用計画書

パ
タ
ー
ン
④
の
場
合

変更前の表には、変更前の各原料における調達地域ごとの使用数量等について入力します。

各原料について複数の調達地域等か
ら調達する場合は入力欄を追加してす
べての情報を入力します。

原料名欄には、使用燃料にて入力した
「具体的な原料名」が自動で表示され
ます。



１．使用原料の説明

45バイオマス燃料の調達及び使用計画書

パ
タ
ー
ン
④
の
場
合

「変更事項」について、
変更後も利用する燃料の場合は
「-」を選択してください。
※変更後は利用しない燃料の場合
は「削除」を選択し、行自体は削除
せず入力してください。

「市区町村」について、
使用原料を調達する都
道府県の市区町村を
選択してください。

「都道府県」について、使用原
料を調達する都道府県を選
択してください。



１．使用原料の説明

46バイオマス燃料の調達及び使用計画書

パ
タ
ー
ン
④
の
場
合

「調達事業者（発電設備に燃料を納入する事業者
）」を入力してください。発電事業者が自ら発電設備
へ燃料（メタン発酵ガスの場合は原料）を供給する
場合は、発電事業者の名称を入力してください。

「年間使用数量（t/年）」には
都道府県・市区町村・調達事業
者単位で入力してください。



１．使用原料の説明

47バイオマス燃料の調達及び使用計画書

パ
タ
ー
ン
④
の
場
合

「一般廃棄物・産業廃棄物区分」には当該原料
の廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 
29年法律第72号。以下「廃掃法」という。）上
の廃棄物該当性について、判断権者の判断・見
解を確認し、確認先及び判断結果等を選択して
ください。（判断権者は、産業廃棄物については
各都道府県（廃棄物の処理及び清掃に関する
法律施行令(昭和46年政令第300号)第27条
に規定する市を含む。）の廃棄物担当課、一般
廃棄物については各市区町村の廃棄物担当課
です。）

「一般廃棄物・産業廃棄物処分業許可及び施
設設置許可の要否」には使用原料が原料納入
時において廃掃法上の廃棄物に該当する場合は
、原料のメタン発酵処理に一般廃棄物・産業廃
棄物処分業許可及び施設設置許可を要するか
どうかについて関係機関に確認し該当する選択肢
を選択してください。（ただし、使用原料が原料
納入時において「廃棄物」に該当する場合であっ
ても、廃掃法等により上記の許可が不要とされて
いる場合は、当該許可が不要となる根拠を示す
書面を書類添付画面にて添付してください。）



１．使用原料の説明

48バイオマス燃料の調達及び使用計画書

パ
タ
ー
ン
④
の
場
合

各原料について複数の調達地域等から調達する場合、適宜入力欄を増やしてすべての情報を入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）
※使用しなくなった燃料等の情報は物理的に削除するのではなく、変更事項で「削除」を選択するようにしてください。



１．使用原料の説明

49バイオマス燃料の調達及び使用計画書

パ
タ
ー
ン
④
の
場
合

変更後の表には、変更後の各原料における調達地域ごとの使用数量等について入力します。

各原料について複数の調達地域等か
ら調達する場合は入力欄を追加してす
べての情報を入力します。

原料名欄には、使用燃料にて入力した
「具体的な原料名」が自動で表示され
ます。



１．使用原料の説明

50バイオマス燃料の調達及び使用計画書

パ
タ
ー
ン
④
の
場
合

「変更事項」について、該当する選択
肢を選択してください。

「市区町村」について、
使用原料を調達する都
道府県の市区町村を
選択してください。

「都道府県」について、使用原
料を調達する都道府県を選
択してください。



１．使用原料の説明

51バイオマス燃料の調達及び使用計画書

パ
タ
ー
ン
④
の
場
合

「調達事業者（発電設備に燃料を納入する事業者
）」を入力してください。発電事業者が自ら発電設備
へ燃料（メタン発酵ガスの場合は原料）を供給する
場合は、発電事業者の名称を入力してください。

「年間使用数量（t/年）」には
都道府県・市区町村・調達事業
者単位で入力してください。



１．使用原料の説明

52バイオマス燃料の調達及び使用計画書

パ
タ
ー
ン
④
の
場
合

「一般廃棄物・産業廃棄物区分」には当該原料
の廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 
29年法律第72号。以下「廃掃法」という。）上
の廃棄物該当性について、判断権者の判断・見
解を確認し、確認先及び判断結果等を選択して
ください。（判断権者は、産業廃棄物については
各都道府県（廃棄物の処理及び清掃に関する
法律施行令(昭和46年政令第300号)第27条
に規定する市を含む。）の廃棄物担当課、一般
廃棄物については各市区町村の廃棄物担当課
です。）

「一般廃棄物・産業廃棄物処分業許可及び施
設設置許可の要否」には使用原料が原料納入
時において廃掃法上の廃棄物に該当する場合は
、原料のメタン発酵処理に一般廃棄物・産業廃
棄物処分業許可及び施設設置許可を要するか
どうかについて関係機関に確認し該当する選択肢
を選択してください。（ただし、使用原料が原料
納入時において「廃棄物」に該当する場合であっ
ても、廃掃法等により上記の許可が不要とされて
いる場合は、当該許可が不要となる根拠を示す
書面を書類添付画面にて添付してください。）



１．使用原料の説明

53バイオマス燃料の調達及び使用計画書

パ
タ
ー
ン
④
の
場
合

すべての情報を入力後、保存し
て次に進むボタンをクリックします。
※P.107へ進みます。

各原料について複数の調達地域等から調達する場合、適宜入力欄を増やしてすべての情報を入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）



２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（１）使用予定量、調達方法等

54バイオマス燃料の調達及び使用計画書

２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況（１）使用予定量、調達方法等では
発電設備が使用する「国内の森林に係る木質バイオマス燃料」のみについて、変更前・変更後にそれぞれ入力
します。

そのため、１．バイオマス燃料の使用予定数量等の総括で入力したB区分、C区分（国内森林に係る木質バ
イオマスのみ）の燃料について入力した調達事業者・収集地域の組み合わせごとに入力枠を表示しています。

・2024年8月1日以降新規認定申請または変更手続きにおいて、
すでにバイオマス燃料の調達及び仕様計画書をシステムを通じて登録している場合・・・パターン① P.55
・当該変更手続きにおいて、初めてバイオマス燃料の調達及び仕様計画書を
システムを通じて登録する場合・・・パターン② P.65



２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（１）使用予定量、調達方法等

55バイオマス燃料の調達及び使用計画書

パ
タ
ー
ン
①
の
場
合

（１）使用予定量、調達方法等では、変更前・変更後にそれぞれ以下の通り入力枠を表示しています。
・変更前：認定情報として現在登録されている燃料毎の概況について表示しています。
・変更後：申請様式の変更後の「バイオマス使用燃料」に入力した燃料・総括毎に入力枠を表示しています。

追加した燃料については空の入力枠を、変更していない燃料については変更前と同じ内容を表示しています。
（事前変更届出においては変更前後ともに認定情報として登録されている燃料毎に入力枠を表示しています。）

変更前後の使用数量等をそれぞれに入力します。



２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（１）使用予定量、調達方法等

56バイオマス燃料の調達及び使用計画書

１．で入力した調達事業者と年間使用数量
が２．（１）の各青枠部に表示されます。

パ
タ
ー
ン
①
の
場
合



２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（１）使用予定量、調達方法等

57バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「民有林/国有林」について
、いずれかにチェックをつけて
ください。

「伐出事業者、製材等事業者」には
製材等端材を使用する場合は製材
等事業者の名称を、それ以外の場
合は伐出事業者の名称を入力してく
ださい。

「変更事項」について、
変更後も利用する燃料の場
合は「-」を選択してください。
※変更後は利用しない燃
料の場合は「削除」を選択
し、行自体は削除せず入力
してください。

パ
タ
ー
ン
①
の
場
合



２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（１）使用予定量、調達方法等

58バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「年間調達数量（t/年）」には
「伐出事業者、製材等事業者」ごとの発電設備が使用す
る木質バイオマス燃料（チップ、ペレット等）の運転開始
予定年における年間調達数量を入力してください。
調達事業者（伐出又は加工事業者）が複数にわたる場
合は、追加ボタンを押して入力枠を増やし、事業者ごとの
数量を入力してください。

「乾燥後の年間調達数量（t/年）」には「
年間調達数量（t/年）」の乾燥後の重
量について入力してください。（乾燥させた
燃料を使用する場合のみ）

パ
タ
ー
ン
①
の
場
合



２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（１）使用予定量、調達方法等

59バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「素材の調達地域（都道府県
）」の欄の表示を確認します。
修正したい場合は、１．入力
画面に戻って修正をしてください
。

「素材の調達地域（都道府県
・原産国）」では素材を調達す
る市区町村名を選択します。
（複数の市区町村から調達す
る場合は、追加ボタンを押して
入力枠を増やしてください。）

「チップ等加工事業者」にはチッ
プ等加工を行う事業者名を入
力してください。
発電事業者自らが加工する場
合は発電事業者の名称を入力
してください。

パ
タ
ー
ン
①
の
場
合



２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（１）使用予定量、調達方法等

60バイオマス燃料の調達及び使用計画書

各燃料について、適宜入力欄を増やしてすべての「伐出事業者、製材等事業者」情報等を入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）

パ
タ
ー
ン
①
の
場
合



２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（１）使用予定量、調達方法等

61バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「民有林/国有林」について
、いずれかにチェックをつけて
ください。

「伐出事業者、製材等事業者」には
製材等端材を使用する場合は製材
等事業者の名称を、それ以外の場
合は伐出事業者の名称を入力してく
ださい。

「変更事項」について、該当
する選択肢を選択してくださ
い。

パ
タ
ー
ン
①
の
場
合



２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（１）使用予定量、調達方法等

62バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「年間調達数量（t/年）」には
「伐出事業者、製材等事業者」ごとの発電設備が使用す
る木質バイオマス燃料（チップ、ペレット等）の運転開始
予定年における年間調達数量を入力してください。
調達事業者（伐出又は加工事業者）が複数にわたる場
合は、追加ボタンを押して入力枠を増やし、事業者ごとの
数量を入力してください。

「乾燥後の年間調達数量（t/年）」には「
年間調達数量（t/年）」の乾燥後の重
量について入力してください。（乾燥させた
燃料を使用する場合のみ）

パ
タ
ー
ン
①
の
場
合



２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（１）使用予定量、調達方法等

63バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「素材の調達地域（都道府県
）」の欄の表示を確認します。
修正したい場合は、１．入力
画面に戻って修正をしてください
。

「素材の調達地域（都道府県
・原産国）」では素材を調達す
る市区町村名を選択します。
（複数の市区町村から調達す
る場合は、追加ボタンを押して
入力枠を増やしてください。）

「チップ等加工事業者」にはチッ
プ等加工を行う事業者名を入
力してください。
発電事業者自らが加工する場
合は発電事業者の名称を入力
してください。

パ
タ
ー
ン
①
の
場
合



２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（１）使用予定量、調達方法等

64バイオマス燃料の調達及び使用計画書

各燃料について、適宜入力欄を増やしてすべての「伐出事業者、製材等事業者」情報等を入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）

パ
タ
ー
ン
①
の
場
合

すべての情報を入力後、保存し
て次に進むボタンをクリックします。
※P.75へ進みます。



２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（１）使用予定量、調達方法等

65バイオマス燃料の調達及び使用計画書

パ
タ
ー
ン
②
の
場
合

（１）使用予定量、調達方法等では、変更前・変更後にそれぞれ以下の通り入力枠を表示しています。
・変更前：認定情報として現在登録されている燃料毎に空の入力枠を表示しています。
・変更後：申請様式の変更後の「バイオマス使用燃料」に入力した燃料毎に空の入力枠を表示しています。
（事前変更届出においては変更前後ともに認定情報として登録されている燃料毎に入力枠を表示しています。）

変更前後の使用数量等をそれぞれに入力します。



２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（１）使用予定量、調達方法等

66バイオマス燃料の調達及び使用計画書

１．で入力した調達事業者と年間使用数量
が２．（１）の各青枠部に表示されます。

パ
タ
ー
ン
②
の
場
合



２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（１）使用予定量、調達方法等

67バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「民有林/国有林」について
、いずれかにチェックをつけて
ください。

「伐出事業者、製材等事業者」には
製材等端材を使用する場合は製材
等事業者の名称を、それ以外の場
合は伐出事業者の名称を入力してく
ださい。

「変更事項」について、
変更後も利用する燃料の場
合は「-」を選択してください。
※変更後は利用しない燃
料の場合は「削除」を選択
し、行自体は削除せず入力
してください。

パ
タ
ー
ン
②
の
場
合



２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（１）使用予定量、調達方法等

68バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「年間調達数量（t/年）」には
「伐出事業者、製材等事業者」ごとの発電設備が使用す
る木質バイオマス燃料（チップ、ペレット等）の運転開始
予定年における年間調達数量を入力してください。
調達事業者（伐出又は加工事業者）が複数にわたる場
合は、追加ボタンを押して入力枠を増やし、事業者ごとの
数量を入力してください。

「乾燥後の年間調達数量（t/年）」には「
年間調達数量（t/年）」の乾燥後の重
量について入力してください。（乾燥させた
燃料を使用する場合のみ）

パ
タ
ー
ン
②
の
場
合



２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（１）使用予定量、調達方法等

69バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「素材の調達地域（都道府県
）」の欄の表示を確認します。
修正したい場合は、１．入力
画面に戻って修正をしてください
。

「素材の調達地域（都道府県
・原産国）」では素材を調達す
る市区町村名を選択します。
（複数の市区町村から調達す
る場合は、追加ボタンを押して
入力枠を増やしてください。）

「チップ等加工事業者」にはチッ
プ等加工を行う事業者名を入
力してください。
発電事業者自らが加工する場
合は発電事業者の名称を入力
してください。

パ
タ
ー
ン
②
の
場
合



２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（１）使用予定量、調達方法等

70バイオマス燃料の調達及び使用計画書

各燃料について、適宜入力欄を増やしてすべての「伐出事業者、製材等事業者」情報等を入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）

パ
タ
ー
ン
②
の
場
合



２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（１）使用予定量、調達方法等

71バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「民有林/国有林」について
、いずれかにチェックをつけて
ください。

「伐出事業者、製材等事業者」には
製材等端材を使用する場合は製材
等事業者の名称を、それ以外の場
合は伐出事業者の名称を入力してく
ださい。

「変更事項」について、該当
する選択肢を選択してくださ
い。

パ
タ
ー
ン
②
の
場
合



２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（１）使用予定量、調達方法等

72バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「年間調達数量（t/年）」には
「伐出事業者、製材等事業者」ごとの発電設備が使用す
る木質バイオマス燃料（チップ、ペレット等）の運転開始
予定年における年間調達数量を入力してください。
調達事業者（伐出又は加工事業者）が複数にわたる場
合は、追加ボタンを押して入力枠を増やし、事業者ごとの
数量を入力してください。

「乾燥後の年間調達数量（t/年）」には「
年間調達数量（t/年）」の乾燥後の重
量について入力してください。（乾燥させた
燃料を使用する場合のみ）

パ
タ
ー
ン
②
の
場
合



２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（１）使用予定量、調達方法等

73バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「素材の調達地域（都道府県
）」の欄の表示を確認します。
修正したい場合は、１．入力
画面に戻って修正をしてください
。

「素材の調達地域（都道府県
・原産国）」では素材を調達す
る市区町村名を選択します。
（複数の市区町村から調達す
る場合は、追加ボタンを押して
入力枠を増やしてください。）

「チップ等加工事業者」にはチッ
プ等加工を行う事業者名を入
力してください。
発電事業者自らが加工する場
合は発電事業者の名称を入力
してください。

パ
タ
ー
ン
②
の
場
合



２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（１）使用予定量、調達方法等

74バイオマス燃料の調達及び使用計画書

各燃料について、適宜入力欄を増やしてすべての「伐出事業者、製材等事業者」情報等を入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）

パ
タ
ー
ン
②
の
場
合

すべての情報を入力後、保存し
て次に進むボタンをクリックします。
※P.75へ進みます。



２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況
（２）変更後の伐出事業者の供給計画（３）変更後の製材等事業者の供給計画（４）変更後のチップ等加工事業者の供給計画

75バイオマス燃料の調達及び使用計画書

２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況
（２）変更後の伐出事業者の供給計画（３）変更後の製材等事業者の供給計画（４）変更後のチップ等加
工事業者の供給計画では発電設備が使用する「国内の森林に係る木質バイオマス燃料」のみについて入力します。



２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（２）変更後の伐出事業者の供給計画

76バイオマス燃料の調達及び使用計画書

２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況
（２）変更後の伐出事業者の供給計画では発電設備が使用する「国内の森林に係る木質バイオマス燃料」のみに
ついて入力します。

「伐出事業者」について、実際に伐採する事業者を選
択してください。
※選択肢に該当する事業者が表示されない場合は
２．（１）入力画面に戻って「伐出事業者、製材
等事業者」を修正してください。

「団体認定番号」には「発電利用に供する木質バ
イオマスの証明のためのガイドライン」（林野庁）
に基づく木質バイオマスの証明に係る事業者として
認定を受けた木材団体等の団体認定番号（ライフ
サイクルGHG対象の場合はGHG対応の団体認定
番号）を入力してください。
申請時点において設置予定であるチップ工場等が
未完成である等の理由により事業者認定申請が出
来ない（団体認定番号未取得）場合については
、「未取得の場合はチェック」にチェックをつけ、「工場
設置予定年月」及び「事業者認定取得予定年月
」を選択してください。※未取得の場合は「発電利用に
供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定取得の

誓約書」を書類添付欄に添付をしてください。

「変更事項」について、
該当する選択肢を選
択してください。

https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/biomass/hatudenriyou_guideline.html
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/biomass/hatudenriyou_guideline.html


77バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「現状の素材生産量（t/年）」には確認した年の数量を
それぞれ入力してください。
「□年実績」には確認年を入力します。
「乾燥後の数量」には乾燥後の重量について入力します。 
（乾燥させた燃料を使用する場合のみ）

「今後の素材生産計画量（t/年）」には発電設備の稼働
開始予定年の数量をそれぞれ入力してください。
「□年稼働開始予定」には稼働開始予定年を入力します。
「乾燥後の数量」には乾燥後の重量について入力します。 
（乾燥させた燃料を使用する場合のみ）

２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（２）変更後の伐出事業者の供給計画



78バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「計画量確保のための具体的方策」には箇条書きで入
力してください。
現状の生産量から、5,000t以上、又は2倍以上の増
産となっている場合は、より詳細な方策を入力してくださ
い。具体的方策の記載については、なっとく再生可能エ
ネルギーHPに掲載の燃料計画書記載例を参照してく
ださい。

「製材事業者・チップ等加工事業者」が1伐出
事業者に対して複数存在する場合は、適宜入
力欄を増やしてすべての情報を入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除しま
す（1件の場合は削除できません）

「追加」ボタンをクリックした
場合は入力枠が追加され、
複数の事業者の情報を入
力していただけます。

２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（２）変更後の伐出事業者の供給計画

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/nensho_henko_kisairei.pdf


79バイオマス燃料の調達及び使用計画書

複数の伐出事業者が存在する場合は、適宜入力欄を増やしてすべての伐出事業者情報を入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）

２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（２）変更後の伐出事業者の供給計画



２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（３）変更後の製材等事業者の供給計画

80バイオマス燃料の調達及び使用計画書

２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況
（３）変更後の製材等事業者の供給計画では発電設備が使用する「国内の森林に係る木質バイオマス燃料」の
みについて入力します。

「製材等事業者」について、製材等を行う事業者を選
択してください。
※選択肢に該当する事業者が表示されない場合は
２．（１）入力画面に戻って「伐出事業者、製材
等事業者」を修正してください。

「団体認定番号」には「発電利用に供する木質バ
イオマスの証明のためのガイドライン」（林野庁）
に基づく木質バイオマスの証明に係る事業者として
認定を受けた木材団体等の団体認定番号（ライフ
サイクルGHG対象の場合はGHG対応の団体認定
番号）を入力してください。
申請時点において設置予定であるチップ工場等が
未完成である等の理由により事業者認定申請が出
来ない（団体認定番号未取得）場合については
、「未取得の場合はチェック」にチェックをつけ、「工場
設置予定年月」及び「事業者認定取得予定年月
」を選択してください。※未取得の場合は「発電利用に
供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定取得の

誓約書」を書類添付欄に添付をしてください。

「変更事項」について、
該当する選択肢を選
択してください。

https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/biomass/hatudenriyou_guideline.html
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/biomass/hatudenriyou_guideline.html


81バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「現状の原木入荷量（t/年）」には確認した年の
数量をそれぞれ入力してください。
「□年実績」には確認した年を入力します。
「乾燥後の数量」には乾燥後の重量について入力
します。（乾燥させた燃料を使用する場合のみ）
「うち製材等端材発生量（t/年）」には製材等端
材の発生量すべてを入力してください（産業廃棄
物として処理するものも含む）。

「今後の原木入荷計画量（t/年）」には発電設備
の稼働開始予定年の数量をそれぞれ入力してくださ
い。
「□年稼働開始予定」には稼働開始予定年を入力
します。
「乾燥後の数量」には乾燥後の重量について入力し
ます。
（乾燥させた燃料を使用する場合のみ）

２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（３）変更後の製材等事業者の供給計画



82バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「計画量確保のための具体的方策」には箇条
書きで入力してください。
現状の生産量から、5,000t以上、又は2倍
以上の増産となっている場合は、より詳細な方
策を入力してください。
これまでの出荷先から申請設備向けに振替え
を行う場合は、その旨も入力してください。

「チップ等加工事業者」が当該製材等事業者に
対して複数存在する場合は、適宜入力欄を増
やしてすべての情報を選択します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します
（1件の場合は削除できません）

「追加」ボタンをクリックした場合
は入力枠が追加され、複数のチ
ップ等加工事業者の情報を選
択していただけます。

２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（３）変更後の製材等事業者の供給計画



83バイオマス燃料の調達及び使用計画書

複数の製材等事業者が存在する場合は、適宜入力欄を増やしてすべての製材等事業者情報を入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）

２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（３）変更後の製材等事業者の供給計画



２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（４）変更後のチップ等加工事業者の供給計画

84バイオマス燃料の調達及び使用計画書

２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況
（４）変更後のチップ等加工事業者の供給計画では発電設備が使用する「国内の森林に係る木質バイオマス燃料
」のみについて入力します。

「チップ等加工事業者」について、チップ、ペレットに加
工する事業者を選択してください。
※選択肢に該当する事業者が表示されない場合は
２．（１）に戻って「チップ等加工事業者」を修正
してください。

「団体認定番号」には「発電利用に供する木質バ
イオマスの証明のためのガイドライン」（林野庁）
に基づく木質バイオマスの証明に係る事業者として
認定を受けた木材団体等の団体認定番号（ライフ
サイクルGHG対象の場合はGHG対応の団体認定
番号）を入力してください。
申請時点において設置予定であるチップ工場等が
未完成である等の理由により事業者認定申請が出
来ない（団体認定番号未取得）場合については
、「未取得の場合はチェック」にチェックをつけ、「工場
設置予定年月」及び「事業者認定取得予定年月
」を選択してください。※未取得の場合は「発電利用に
供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定取得の

誓約書」を書類添付欄に添付をしてください。

「変更事項」について、
該当する選択肢を選
択してください。

https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/biomass/hatudenriyou_guideline.html
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/biomass/hatudenriyou_guideline.html


85バイオマス燃料の調達及び使用計画書

２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（４）変更後のチップ等加工事業者の供給計画

「現状の原材料入荷量（t/年）」には確認した年
の数量をそれぞれ入力してください。
「□年実績」には確認した年を入力します。
「乾燥後の数量」には乾燥後の重量について入力
します。（乾燥させた燃料を使用する場合のみ）

「今後の原材料入荷計画量（t/年）」には発電設備の
稼働開始予定年の数量をそれぞれ入力してください。
「□年稼働開始予定」には稼働開始予定年を入力しま
す。
「乾燥後の数量」には乾燥後の重量について入力します。
（乾燥させた燃料を使用する場合のみ）



86バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「計画量確保のための具体的方策」には箇条書きで入力してください。
現状の生産量から、5,000t以上、又は2倍以上の増産となっている場合は
、より詳細な方策を入力してください。
具体的方策の記載については、なっとく再生可能エネルギーHPに掲載の燃
料計画書記載例を参照してください。
申請設備以外にチップ等の出荷先がある場合、申請設備以外の出荷先と
供給数量の内訳を入力してください。

２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（４）変更後のチップ等加工事業者の供給計画

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/nensho_henko_kisairei.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/nensho_henko_kisairei.pdf


87バイオマス燃料の調達及び使用計画書

複数のチップ等加工事業者が存在する場合は、適宜入力欄を増やしてすべてのチップ等加工事業者情報を入力しま
す。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）

２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（４）変更後のチップ等加工事業者の供給計画

すべての情報を入力後、保存し
て次に進むボタンをクリックします。



２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（５）変更後の木質バイオマス燃料の価格構成

88バイオマス燃料の調達及び使用計画書

２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況
（５）変更後の木質バイオマス燃料の価格構成では
発電設備が使用する「国内の森林に係る木質バイオマス燃料」のみについて入力します。
木質バイオマス燃料について、山元価格列の水分率での取引段階（原木～チップ等）ごとの取引価格の単価を入
力します。

申請様式の「バイオマス使用燃料」に入力した燃料毎に、入力枠が表
示されます。



２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（５）変更後の木質バイオマス燃料の価格構成

89バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「調達事業者」について、同一燃料区分、燃
料名であっても、調達事業者ごとに発電設備
着価格が異なる場合は、1調達事業者につき
1行分の情報を入力します。
発電設備着価格が調達事業者ごとに変わら
ない場合は、「全事業者同一価格の場合は
チェック」にチェックし、当該燃料の価格構成に
ついて入力します。

「山元価格」には、例えば森林組合・国有林の販売価格
を入力します。製材等事業者から製材等端材を調達する
ときは、製材等事業者から購入する価格を入力してくださ
い。
※水分率（％）は以下の計算式により算出してください。
水分重量／（バイオマスの絶乾重量※①＋水分重量）×100（％）
※①絶乾重量とは、水分率を算出して絶乾比重（水分率 0％）に基
づき算出された実重量

「運送料（山元～チップ加工場）」につい
て、山元価格に運送料が含まれる場合は「
山元価格に包含される場合はチェック」をチ
ェックします。



２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（５）変更後の木質バイオマス燃料の価格構成

90バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「チップ・ペレット加工費」について入力します。 「運送料（山元～チップ加工場）」について、山
元価格に運送料が含まれる場合は「山元価格に
包含される場合はチェック」をチェックします。

「価格」には、①列の水分率での取引価格を入力します。
燃料を乾燥させた場合、
「乾燥後の水分率」に乾燥後の水分率を入力し、
「乾燥後の価格」に乾燥後の水分率での取引価格を入力します。



２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況

（５）変更後の木質バイオマス燃料の価格構成

91バイオマス燃料の調達及び使用計画書

同一燃料区分、燃料名であっても、調達事業者ごとに発電設備着価格が異なる場合は、適宜入力欄を増やしてすべ
ての価格構成情報を入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）

すべての情報を入力後、保存し
て次に進むボタンをクリックします。



３．国内の森林に係る木質バイオマス以外のバイオマス燃料の概況

（１）使用予定数量等

92バイオマス燃料の調達及び使用計画書

３．国内の森林に係る木質バイオマス以外のバイオマス燃料の概況（１）使用予定数量等では
１．バイオマス燃料の使用予定数量等の総括に入力した発電設備が使用するすべてのバイオマス燃料のうち、
２．（１）に入力したバイオマス燃料以外のバイオマス燃料について入力します。

そのため、１．バイオマス燃料の使用予定数量等の総括で入力した燃料のうち、２．（１）に表示した燃料以外
について入力した調達事業者・収集地域の組み合わせごとに入力枠を表示しています。



３．国内の森林に係る木質バイオマス以外のバイオマス燃料の概況

（１）使用予定数量等

93バイオマス燃料の調達及び使用計画書

（例）
１．では燃料区分Cのパームトランク
について、2調達事業者より調達する
ことと入力しているため、３．（１）
では調達事業者ごとの入力枠が表
示されます。それぞれについて詳細な
情報を入力します。



３．国内の森林に係る木質バイオマス以外のバイオマス燃料の概況

（１）使用予定数量等

94バイオマス燃料の調達及び使用計画書

１．で入力した「年間使用数量」、「調達事業者」、「国内/国外」及び「収集地域（都道府県・原産国
）」が３．（１）の各列に表示されます。修正したい場合は、申請様式に係る申請内容の入力画面及
び１．バイオマス燃料の使用予定数量等の総括の入力画面に戻って修正をしてください。



３．国内の森林に係る木質バイオマス以外のバイオマス燃料の概況

（１）使用予定数量等

95バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「水分率（%）」には以下の計算式により算出した値を
入力してください。

水分重量／（バイオマスの絶乾重量※①＋水分重量）×100（％）
※①絶乾重量とは、水分率を算出して絶乾比重（水分率 0％）に基
づき算出された実重量
※E区分で液体燃料を用いる場合は0を入力してください。
※G区分の燃料の場合は入力不要です。

「購入（処理料）単価（円
/t）」について入力します。

「変更事項」について、該当す
る選択肢を選択してください。



３．国内の森林に係る木質バイオマス以外のバイオマス燃料の概況

（１）使用予定数量等

96バイオマス燃料の調達及び使用計画書

すべての情報を入力後、保存し
て次に進むボタンをクリックします。



３．国内の森林に係る木質バイオマス以外のバイオマス燃料の概況
（２）変更後の輸入木材等の製材等事業者の供給計画（３）変更後のチップ等加工事業者の供給計画

97バイオマス燃料の調達及び使用計画書

３．国内の森林に係る木質バイオマス以外のバイオマス燃料の概況
（２）変更後の輸入木材等の製材等事業者の供給計画（３）変更後のチップ等加工事業者の供給計画では
発電設備が使用する国内の森林に係る木質バイオマス燃料以外について入力します。



３．国内の森林に係る木質バイオマス以外のバイオマス燃料の概況

（２）変更後の輸入木材等の製材等事業者の供給計画

98バイオマス燃料の調達及び使用計画書

３．国内の森林に係る木質バイオマス以外のバイオマス燃料の概況
（２）変更後の輸入木材等の製材等事業者の供給計画では発電設備が使用する国内の森林に係る木質バイオ
マス燃料以外について入力します。

「製材等事業者」について、
原木を海外から輸入し、国内
で製材する場合は入力してく
ださい。

「団体認定番号」には「発電利用に供する木質バイオマ
スの証明のためのガイドライン」（林野庁）に基づく木質
バイオマスの証明に係る事業者として認定を受けた木材
団体等の団体認定番号（ライフサイクルGHG対象の場
合はGHG対応の団体認定番号）を入力してください。
申請時点において設置予定であるチップ工場等が未完成
である等の理由により事業者認定申請が出来ない（団
体認定番号未取得）場合については、「未取得の場合
はチェック」にチェックをつけ、「工場設置予定年月」及び「
事業者認定取得予定年月」を選択してください。
※未取得の場合は「発電利用に供する木質バイオマスの証明に
係る事業者認定取得の誓約書」を書類添付欄に添付をしてくだ

さい。

「変更事項」について、
該当する選択肢を選択
してください。

https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/biomass/hatudenriyou_guideline.html
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/biomass/hatudenriyou_guideline.html


99バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「現状の原木入荷量（t/年）」にはそれぞれ確認
した年の数量を入力してください。
「□年実績」には確認年を入力します。
「乾燥後の数量」には乾燥後の重量について入力
します。 （乾燥させた燃料を使用する場合のみ）
「うち製材等端材発生量（t/年）」には製材等端
材の発生量すべてを入力してください（産業廃棄
物として処理するものも含む）。

「今後の原木入荷計画量（t/年）」には発電設
備の稼働開始予定年の数量をそれぞれ入力してく
ださい。
「□年稼働開始予定」には稼働開始予定年を入
力します。
「乾燥後の数量」には乾燥後の重量について入力
します。 （乾燥させた燃料を使用する場合のみ）

３．国内の森林に係る木質バイオマス以外のバイオマス燃料の概況

（２）変更後の輸入木材等の製材等事業者の供給計画



100バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「計画量確保のための具体的方策」には箇
条書きで入力してください。
現状の生産量から、5,000t以上、又は2倍
以上の増産となっている場合は、より詳細な
方策を入力してください。
具体的方策の記載については、なっとく再生
可能エネルギーHPに掲載の燃料計画書記
載例を参照してください。
これまでの出荷先から申請設備向けに振替
えを行う場合は、その旨も入力してください。

「チップ等加工事業者」が当該製材等事業者
に対して複数存在する場合は、適宜入力欄を
増やしてすべての情報を入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除しま
す（1件の場合は削除できません）

「追加」ボタンをクリックした場合
は入力枠が追加され、複数のチ
ップ等加工事事業者の情報を
入力していただけます。

３．国内の森林に係る木質バイオマス以外のバイオマス燃料の概況

（２）変更後の輸入木材等の製材等事業者の供給計画

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/nensho_henko_kisairei.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/nensho_henko_kisairei.pdf


101バイオマス燃料の調達及び使用計画書

複数の製材等事業者が存在する場合は、適宜入力欄を増やしてすべての製材等事業者情報を入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）

３．国内の森林に係る木質バイオマス以外のバイオマス燃料の概況

（２）変更後の輸入木材等の製材等事業者の供給計画



３．国内の森林に係る木質バイオマス以外のバイオマス燃料の概況

（２）変更後の輸入木材等の製材等事業者の供給計画

102バイオマス燃料の調達及び使用計画書

３．国内の森林に係る木質バイオマス以外のバイオマス燃料の概況
（３）チップ等加工事業者の供給計画では発電設備が使用する国内の森林に係る木質バイオマス燃料以外につ
いて入力します。

「チップ等加工事業者」につい
て、チップ、ペレットに加工する
事業者を入力してください。

「団体認定番号」には「発電利用に供する木質バイオマ
スの証明のためのガイドライン」（林野庁）に基づく木
質バイオマスの証明に係る事業者として認定を受けた木
材団体等の団体認定番号（ライフサイクルGHG対象の
場合はGHG対応の団体認定番号）を入力してください
。
申請時点において設置予定であるチップ工場等が未完
成である等の理由により事業者認定申請が出来ない（
団体認定番号未取得）場合については、「未取得の場
合はチェック」にチェックをつけ、「工場設置予定年月」及
び「事業者認定取得予定年月」を選択してください。
※未取得の場合は「発電利用に供する木質バイオマスの証明
に係る事業者認定取得の誓約書」を書類添付欄に添付をし

てください。

「変更事項」について、
該当する選択肢を選択
してください。

https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/biomass/hatudenriyou_guideline.html
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/biomass/hatudenriyou_guideline.html


103バイオマス燃料の調達及び使用計画書

３．国内の森林に係る木質バイオマス以外のバイオマス燃料の概況

（３）変更後のチップ等加工事業者の供給計画

「現状の原材料入荷量（t/年）」には確認した
年の数量をそれぞれ入力してください。
「□年実績」には確認した年を入力します。
「乾燥後の数量」には乾燥後の重量について入力
します。（乾燥させた燃料を使用する場合のみ）

「今後の原材料入荷計画量（t/年）」にはそ
れぞれ発電設備の稼働開始予定年の数量を
入力してください。
「年稼働開始予定」部分に稼働開始予定の年
数を入力します。
「乾燥後の数量」には乾燥後の重量について入
力します。



104バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「計画量確保のための具体的方策」には箇条書きで入力してください。
現状の生産量から、5,000t以上、又は2倍以上の増産となっている場合は、
より詳細な方策を入力してください。具体的方策の記載については、なっとく再
生可能エネルギーHPに掲載の燃料計画書記載例を参照してください。
申請設備以外にチップ等の出荷先がある場合、申請設備以外の出荷先と供
給数量の内訳を入力してください。

３．国内の森林に係る木質バイオマス以外のバイオマス燃料の概況

（３）変更後のチップ等加工事業者の供給計画

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/nensho_henko_kisairei.pdf


105バイオマス燃料の調達及び使用計画書

複数のチップ等加工事業者が存在する場合は、適宜入力欄を増やしてすべてのチップ等加工事業者情報を入力しま
す。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）

３．国内の森林に係る木質バイオマス以外のバイオマス燃料の概況

（３）変更後のチップ等加工事業者の供給計画



106バイオマス燃料の調達及び使用計画書

３．国内の森林に係る木質バイオマス以外のバイオマス燃料の概況

（３）変更後のチップ等加工事業者の供給計画

すべての情報を入力後、保存して
次に進むボタンをクリックします。
※P.113へ進みます。



107バイオマス燃料の調達及び使用計画書

３．使用原料・燃料では
発電設備が使用する原料の年間使用数量等について入力します。

１．使用原料の説明で入力した原料名・都道府県・市区町村の組み合わせごとに入力枠を表示しています。

３．使用原料・燃料



108バイオマス燃料の調達及び使用計画書

（４）変更後のメタン発酵ガスの原料供給計画の場合

「調達地域」の
欄の表示を確
認します。修正
したい場合は、
１．使用原料
の説明の入力
画面に戻って修
正をしてください
。

３．使用原料・燃料

「変更事項」に
ついて、該当
する選択肢を
選択してくださ
い。

「原料名」につ
いて、メタン発
酵ガスを購入
する場合は、
選択肢から原
料名をして、
変更事項以
降の情報につ
いて入力してく
ださい。

「調達先」につい
て入力します。



109バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「購入（処理料）（円
/t）」には、原料の購入
（処理料）単価を入
力します。

３．使用原料・燃料

「年間使用数量（t/年）」には、
調達先が複数にわたる場合は生産
者ごとの調達予定数量を入力して
ください。
※農業・水産業及び食品廃棄物を原料と
する場合は、当該使用数量を調達可能で
あることを証する書類（原料の安定調達契
約書等）及び説明書を書類添付画面にて
添付してください。

「備考」について入力し
ます。



110バイオマス燃料の調達及び使用計画書

各原料について複数の調達先から調達する場合、適宜入力欄を増やしてすべての情報を入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）

３．使用原料・燃料



111バイオマス燃料の調達及び使用計画書

「年間使用数量（N㎥/年）
」には、調達先が複数にわた
る場合は生産者ごとの調達
予定数量を入力してください。

（５）変更後のメタン発酵ガスの供給計画の場合
メタン発酵ガスを購入する場合、メタン発酵ガス供給事業者との燃料安定調達契約書等の書類を書類添付画面に
て添付してください。

「メタン発酵ガス供給事業者」
について入力します。

「購入単価(円/Ｎ㎥)」につい
て燃料の購入単価を入力し
ます。

３．使用原料・燃料

「変更事項」について、該当する
選択肢を選択してください。

「都道府県」、「市区町村」に
ついて供給事業者の地域を
選択してください。

「備考」には特記事項があれ
ば入力してください。



112バイオマス燃料の調達及び使用計画書

各原料について複数の調達先事業者から調達する場合、適宜入力欄を増やしてすべての情報を入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）

３．使用原料・燃料

全ての情報を入力後、保存して
次に進むボタンをクリックします。
※P.113へ進みます。



113バイオマス燃料の調達及び使用計画書

４．バイオマス燃料の入手ルートでは
発電設備が使用するすべてのバイオマス燃料について、発生地から発電設備までの流通・加工・販売・納入などの
各取引ルートを各段階の実態に即して入力します。
入手ルートの段階数は実態に応じて増減させて入力します。
同一燃料であっても発生・流通・加工等の取引ルートが異なる場合は、それぞれのルートについて適宜入力枠を
増やして入力します。

・2024年8月1日以降新規認定申請または変更手続きにおいて、
すでにバイオマス燃料の調達及び仕様計画書をシステムを通じて登録している場合・・・パターン① P.114
・当該変更手続きにおいて、初めてバイオマス燃料の調達及び仕様計画書を
システムを通じて登録する場合・・・パターン② P.121

４．バイオマス燃料の入手ルート



４．バイオマス燃料の入手ルート

114バイオマス燃料の調達及び使用計画書

申請様式の「バイオマス使用燃料」に入力した燃料毎に、
入手ルートを入力する枠が表示されます。

４．バイオマス燃料の入手ルートでは
認定情報として登録されている入手ルートを初期表示しています。
追加している燃料がある場合は燃料毎の空の入力枠を表示しています。
同一燃料であっても発生・流通・加工等の取引ルートが異なる場合は、それぞれのルートについて適宜入力枠を
増やして、すべての入手ルートを入力します。

パ
タ
ー
ン
①
の
場
合



４．バイオマス燃料の入手ルート

115バイオマス燃料の調達及び使用計画書

１燃料に対して複数の入手ルートが存在する場合は、適宜入力欄を増やしてすべての入手ルートについて入力し
ます。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合や、既認定情報は削除できません）
※既認定情報の入手ルートが変更によって削除となる場合は、行ごと削除するのではなく、「変更事項」で「削除」を選択し
てルート情報自体はそのまま残します。

追加ボタンを押した場合は以下の様に
1入手ルートの入力枠が追加されます。

パ
タ
ー
ン
①
の
場
合



４．バイオマス燃料の入手ルート

116バイオマス燃料の調達及び使用計画書

1入手ルートにおける各段階が複数存在する場合は、適宜入力欄を増やしてすべて
の段階における事業内容等について入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）

追加ボタンを押した場合は以下の様に
各段階の入力枠が追加されます。

パ
タ
ー
ン
①
の
場
合



４．バイオマス燃料の入手ルート

117バイオマス燃料の調達及び使用計画書

認定情報として登録されている入手ルートについて、変更する場合は変更事項で「変更あり」
を選択します。

変更前と変更後の入力枠が表示されるので、「変更後」の入力枠にて変更後の入手ルート
を入力します。

認定情報として登録されている入手ルートについて、削除する場合は変更事項で「削除」を
選択します。（各枠内の編集はできなくなります。）

パ
タ
ー
ン
①
の
場
合



４．バイオマス燃料の入手ルート

118バイオマス燃料の調達及び使用計画書

各段階における事業者名、当該事業者が行う事業内
容、取引内容については編集ボタンをクリックして表示さ
れるポップアップ画面上で入力します。

各段階における事業者名を入力します。
輸入燃料については、当該燃料に関連する原産国の事
業者名（会社名等）及び輸入商社等、日本国内の
事業者名（会社名等）を入力します。
複数の事業者が存在する場合は、適宜入力欄を増やし
てすべての事業者について入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場
合は削除できません）

各段階における事業内容をすべて選択します。
その他を選択した場合は入力欄に具体的な事業内容を入力
します。

各段階における取引内容を選択します。
有償購入、無償、逆有償、自社供給、その他から該当するも
のを選択します。

すべて入力・選択後確定ボタンをクリックします。
※確定ボタンをクリックしないと入力した内容は保存されません

パ
タ
ー
ン
①
の
場
合



４．バイオマス燃料の入手ルート

119バイオマス燃料の調達及び使用計画書

輸入燃料については各段階における所在地
（原産国単位）についても入力します。

パ
タ
ー
ン
①
の
場
合



４．バイオマス燃料の入手ルート

120バイオマス燃料の調達及び使用計画書

すべての情報を入力後、保存して
次に進むボタンをクリックします。
※P.129へ進みます。

パ
タ
ー
ン
①
の
場
合



４．バイオマス燃料の入手ルート

121バイオマス燃料の調達及び使用計画書

申請様式の「変更後のバイオマス使用燃料」に入力した
燃料毎に、入手ルートを入力する枠が表示されます。

４．バイオマス燃料の入手ルートでは
申請様式の「変更後のバイオマス使用燃料」に入力した燃料毎に、入手ルートの入力枠を初期表示しています。
同一燃料及び原料であっても発生・流通・加工等の取引ルートが異なる場合は、それぞれのルートについて適宜
入力枠を増やして、すべての入手ルートを入力します。

パ
タ
ー
ン
②
の
場
合



４．バイオマス燃料の入手ルート

122バイオマス燃料の調達及び使用計画書

１燃料に対して複数の入手ルートが存在する場合は、適宜入力欄を増やしてすべての入手ルートについて入力し
ます。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合や、既認定情報は削除できません）
※既認定情報の入手ルートが変更によって削除となる場合は、行ごと削除するのではなく、「変更事項」で「削除」を選択し
てルート情報自体はそのまま残します。

追加ボタンを押した場合は以下の様に
1入手ルートの入力枠が追加されます。

パ
タ
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ン
②
の
場
合



４．バイオマス燃料の入手ルート
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1入手ルートにおける各段階が複数存在する場合は、適宜入力欄を増やしてすべて
の段階における事業内容等について入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）

追加ボタンを押した場合は以下の様に
各段階の入力枠が追加されます。
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変更する入手ルートがある場合は変更事項で「変更あり」を選択します。

変更前と変更後の入力枠が表示されるので、「変更前」の入力枠に変更前の入手ルートを、
「変更後」の入力枠に変更後の入手ルートをそれぞれ入力します。

削除する入手ルートがある場合は変更事項で「削除」を選択し、削除する入手ルートについ
て入力します。
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パ
タ
ー
ン
②
の
場
合

追加する入手ルートがある場合は変更事項で「追加」を選択し、追加する入手ルートについ
て入力します。

変更のない入手ルートがある場合は変更事項で「変更なし」を選択し、現状の入手ルートに
ついて入力します。



４．バイオマス燃料の入手ルート
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各段階における事業者名、当該事業者が行う事業内
容、取引内容については編集ボタンをクリックして表示さ
れるポップアップ画面上で入力します。

各段階における事業者名を入力します。
輸入燃料については、当該燃料に関連する原産国の事
業者名（会社名等）及び輸入商社等、日本国内の
事業者名（会社名等）を入力します。
複数の事業者が存在する場合は、適宜入力欄を増やし
てすべての事業者について入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場
合は削除できません）

各段階における事業内容をすべて選択します。
その他を選択した場合は入力欄に具体的な事業内容を入力
します。

各段階における取引内容を選択します。
有償購入、無償、逆有償、自社供給、その他から該当するも
のを選択します。

すべて入力・選択後確定ボタンをクリックします。
※確定ボタンをクリックしないと入力した内容は保存されません

パ
タ
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ン
②
の
場
合
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輸入燃料については各段階における所在地
（原産国単位）についても入力します。

パ
タ
ー
ン
②
の
場
合



４．バイオマス燃料の入手ルート

128バイオマス燃料の調達及び使用計画書

すべての情報を入力後、保存して
次に進むボタンをクリックします。
※P.129へ進みます。
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５．追加した燃料の廃棄物該当性
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５．追加した燃料の廃棄物該当性では
発生段階において廃棄物である可能性がある木材（剪定枝、河川流木、建設資材廃棄物等）及び廃棄物該
当性の確認が必要な燃料（メタン発酵ガスの原料を含む。）については、当該燃料及び原料の発生源における廃
棄物該当性について、判断権者の判断・見解を確認し、確認先及び判断結果等を入力します。
判断権者は、産業廃棄物については各都道府県（廃掃法施行令（昭和46年政令第300号）第27条に規定
する市を含む。）の廃棄物担当課、一般廃棄物については各市区町村の廃棄物担当課です。



５．追加した燃料の廃棄物該当性
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「燃料発生時の廃棄物該当性の判断結果」燃料・調達
地域の組み合わせを選択し、燃料ごとに廃棄物該当性に
係る各判断結果を入力をします。

廃棄物該当性の確認を行った燃料が複数存在する場合は、
適宜入力欄を増やして、廃棄物該当性に係る各判断結果を
入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力
枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場
合は削除できません）



５．追加した燃料の廃棄物該当性
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「燃料発生時の廃棄物該当性の判断結
果」欄で選択した燃料に係る入力項目が、
「燃料納入時の廃棄物該当性の判断結
果」以降に表示されます。
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「廃棄物該
当性の有無」
について選択
し、「判断結
果」に選択し
た該当性に
至った結果を
入力します。

廃棄物該当
性について、
確認を行った
判断権者の
確認先につ
いて入力しま
す。



５．追加した燃料の廃棄物該当性
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各許可取
得要否につ
いて選択し
します。

各許可取
得状況につ
いて選択し
します。

すべての情報を入力後、保存して次に進むボタ
ンをクリックします。
※メタン発酵ガス化発電以外の場合
・・・P.134へ進みます。
※メタン発酵ガス化発電の場合
・・・P.144へ進みます。
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６．燃焼灰の処理
７．燃料供給者等関係者との調整状況
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６．燃焼灰の処理では
この発電に伴って発生する燃焼灰の処理方法（例えば、①産業廃棄物処分事業者に処分を委託、②灰分
の成分分析を実施して有害物が含まれていないことを確認のうえ、都道府県に届出して肥料として販売など）
について入力してください。

６．燃焼灰の処理
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７．燃料供給者等関係者との調整状況では以下の事項について入力します。
（１）燃料の安定調達
（２）都道府県との調整
（３）国有林との調整
（４）林業、山村地域等への活性化の配慮
（５）全国木材資源リサイクル協会連合会との調整
（６）既存用途の事業者への配慮
（７）地域社会に対する対応
（８）その他（特記事項等）

※（１）～（４）については、２．国内の森林に係る木質バイオマス燃料の概況に入力した発電設備が
使用する「国内の森林に係る木質バイオマス燃料」に限り入力すること。
※（５）については、建設資材廃棄物を燃料とする場合のみ入力すること。
※入力内容については燃料計画書記載例を参照すること。

７．燃料供給者等関係者との調整状況
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https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/nensho_henko_kisairei.pdf


燃料の安定調達について調達事業者毎に調整状況を入力します。
「調達事業者」について、該当する事業者が表示されない場合は２．（１）の入力画面に戻って「チップ等加工
事業者」を正しく修正してください。

137バイオマス燃料の調達及び使用計画書

複数調達事業者が存在する場合は、適宜入力欄を増やしてすべての事業者との
調整状況について入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）

７．燃料供給者等関係者との調整状況
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複数の都道府県へ確認を行った場合は、適宜入力欄を増やしてすべての都道府
県との調整状況について入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）

都道府県との調整について、都道府県毎に調整状況を入力します。
※木質バイオマスの供給源となる森林行政を所管する都道府県に対して燃料調達計画を説明し、調達地域の
素材生産量との整合性の確認等を入力してください。
※発電所を設置する都道府県が木質バイオマス供給源の都道府県と異なる場合は、設置する都道府県へも
説明し、確認内容を入力してください。

７．燃料供給者等関係者との調整状況
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複数の説明先へ調整を行った場合は、適宜入力欄を増やしてすべての説明先と
の調整状況について入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）

国有林との調整について調整状況を入力します。

７．燃料供給者等関係者との調整状況
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林業、山村地域等への活性化の配慮について調整状況を入力します。
※発電設備稼働により創出される直接・間接の雇用者数や木質バイオマスを供給する事業者側への要望等を
入力します。

７．燃料供給者等関係者との調整状況
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複数の説明先へ調整を行った場合は、適宜入力欄を増やしてすべての説明先と
の調整状況について入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）

全国木材資源リサイクル協会連合会との調整について調整状況を入力します。

７．燃料供給者等関係者との調整状況
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複数の説明先へ調整を行った場合は、適宜入力欄を増やしてすべての説明先と
の調整状況について入力します。
「追加」：空欄の入力枠を追加します
「コピー」：コピーをクリックした行のデータをコピーした状態の入力枠を追加します
「削除」：削除をクリックした行の入力枠を削除します（1件の場合は削除できません）

既存用途の事業者への配慮について調整状況を入力します。
※製材、合板、木質ボード、畜産事業者、先行発電事業者等既存の事業者との間で行った、バイオマス調達
に関して支障の有無の確認及び具体的な確認方法、事業者の反応等を入力します。
※当該変更内容について、既存の事業者に確認した結果を記載してください。

７．燃料供給者等関係者との調整状況
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地域社会に対する対応について調整状況を入力します。
※発電設備所在地の行政、近隣住民に対する説明の実施等について入力します。

その他には特記事項等があれば入力します。

すべての情報を入力後、保存し
て次に進むボタンをクリックします。
※P.147へ進みます。

７．燃料供給者等関係者との調整状況

メ
タ
ン
発
酵
ガ
ス
化

発
電
以
外
の
場
合



144バイオマス燃料の調達及び使用計画書

６．発酵残渣[消化液（固液分離する場合は固分、液分の両方）]の取扱いについて（堆肥・液肥利用、浄化処理等）
７．事業円滑化のための地域社会に対する対応（事業推進方策等）
８．その他（特記事項等）
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６．発酵残渣[消化液（固液分離する場合は固分、液分の両方）]の取扱いについて（堆肥・液肥利用
、浄化処理等）では
廃棄物処理する場合はその旨を入力してください。
発酵残渣を肥料利用する場合には、圃場面積や作付け予定品目、譲渡する場合はその譲渡先の見込、
関係法令の確認状況等についても入力してください。
発酵残渣を戻し堆肥として利用する場合は、戻し堆肥として利用しない余剰分の堆肥の取り扱いについて上
記に準じて入力してください。
発酵残渣を浄化放流する場合には、具体的な浄化処理方法や施設の概要、関係法令の確認状況等につ
いても入力してください。
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６．発酵残渣[消化液（固液分離する場合は固分、液分の両方）]の取扱い
について（堆肥・液肥利用、浄化処理等）
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７．事業円滑化のための地域社会に対する対応（事業推進方策等）
８．その他（特記事項等）

事業円滑化のための地域社会に対する対応について入力します。

その他には特記事項等があれば入力します。
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の
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合

すべての情報を入力後、
保存して次に進むボタンを
クリックします。
※P.147へ進みます。
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すべてのバイオマス燃料の調達及び使用計画書に係る情報について入力が完了すると書類添付画面に進みます。
申請において必要な書類がすべてアップロードできているか確認していただき、不足があれば追加でアップロードを行っ
てください。
※必要な書類は記載要領を必ず確認し、次ページ記載の内容についても十分に確認をしてください。
※記載されていない書類についても、申請の内容に応じて提出を求めることがあるので、留意してください。

書類添付
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燃料の追加、変更及び入手（調達）ルートを変更する場合は以下の書類のうち、該当する書類を添付すること。
（燃料調達ルートの変更のみであれば○を付した書類は通常不要であるが、変更内容を踏まえ、必要に応じて添付
すること。）
申請において必要な書類は、事業計画認定申請書の記載要領（様式第１）を必ず確認すること。
本欄に記載されていない書類についても、申請の内容に応じて提出を求めることがあるので、留意すること。

＜共通＞
○バイオマス比率計算書
○使用燃料の発熱量等計量分析実施予定書 ※１
○バイオマス燃料調達に係る誓約書
○燃料使用量記録表（運転月報等） ※１
●ライフサイクル GHG の確認にかかる申請別紙 ※２
※１：使用燃料が単一の場合は不要
※２：ライフサイクル GHG の確認対象外の場合は不要

＜メタン発酵ガス＞
●燃料安定調達契約書等
 事業者へ原料を供給する業者との売買契約書等
 原料が食品循環資源である場合は、供給業者に留まらず発生する事業所までの売買契約書等
●一般廃棄物（産業廃棄物）処理施設設置許可及び一般廃棄物（産業廃棄物）処分業許可を受けていることを証する書類
 申請時点において上記許可を未取得の場合には、「廃掃法上の誓約書」及び
 「申請設備の運用に必要な廃掃法上の許可及び許可取得に向けた対応状況」を添付すること。（別途様式あり） 

書類添付 ※必要書類を過不足無く添付してください
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＜国内の森林に係る木質バイオマス＞
●燃料安定調達契約書等
 燃料調達事業者と発電事業者間の売買契約書又は二者間の覚書等
●「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」（林野庁）に基づく、
 燃料調達事業者の木質バイオマス証明書類及び事業者認定取得を確認できる書類の写し
 （以下、「木質バイオマス証明事業者認定関係書類」という。）
●各都道府県からの調達に関する調整結果を示す書類

＜国内の森林に係る木質バイオマス以外の木質バイオマスのうち、輸入木質バイオマス、建設資材廃棄物、
 一般廃棄物・産業廃棄物以外のもの＞
●燃料安定調達契約書等
 燃料調達事業者と発電事業者間の売買契約書又は二者間の覚書等
●木質バイオマス証明事業者認定関係書類

＜輸入木質バイオマス＞
●燃料安定調達契約書等
 国内の燃料調達事業者と発電事業者間の売買契約書又は二者間の覚書等
 原産国燃料調達事業者と国内の燃料調達事業者との売買契約書又は二者間の覚書等
●木質バイオマス証明事業者認定関係書類
●「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」（林野庁）に基づく合法性、持続可能性に関する書類

＜農産物の収穫に伴って生じる輸入バイオマス＞
●燃料安定調達契約書等
 国内の燃料調達事業者と発電事業者間の売買契約書又は二者間の覚書等
 原産国燃料調達事業者と国内の燃料調達事業者との売買契約書又は二者間の覚書等
●持続可能性（合法性）を確認できる書類
 詳細は事業計画策定ガイドライン（バイオマス）を参照のこと。

書類添付 ※必要書類を過不足無く添付してください
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＜農産物の収穫に伴って生じる輸入液体燃料＞
●燃料安定調達契約書等
 国内の燃料調達事業者と発電事業者間の売買契約書又は二者間の覚書等
 原産国燃料調達事業者と国内の燃料調達事業者との売買契約書又は二者間の覚書等
●持続可能性（合法性）を確認できる書類
 詳細は事業計画策定ガイドライン（バイオマス）を参照のこと。
●「輸入バイオマス液体（又は炭化）燃料のトレーサビリティについて」（別途様式あり）

＜建設資材廃棄物＞
●燃料安定調達契約書等
●「木質チップ(建設廃材由来)の調達事情について」（別途様式あり）

＜一般廃棄物・産業廃棄物＞
●年間ごみ処理予定量を示す書類
●ごみ組成分析実施予定書
●一般廃棄物（産業廃棄物）処理施設設置許可及び一般廃棄物（産業廃棄物）処分業許可を受けていることを証する書類
 申請時点において上記許可を未取得の場合には、「廃掃法上の誓約書」及び「申請設備の運用に必要な廃掃法上の許可
 及び許可取得に向けた対応状況」を添付すること（別途様式あり）。
●燃料安定調達契約書等（廃棄物が発電設備に納入される時点において有価物と判断される場合のみ）

＜廃食用油＞
●燃料安定調達契約書等
 燃料調達事業者と発電事業者間の売買契約書又は二者間の覚書等
 すべての廃食用油排出事業者と燃料調達事業者との売買契約書又は二者間の覚書等

書類添付 ※必要書類を過不足無く添付してください
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計画書出力

「計画書出力」ボタンをクリックします。

書類添付画面にて必要書類のアップロード後、保存して次に進んで申請参照画面に進みます。
計画書出力ボタンから入力した内容を様式に出力し、確認を行い問題がなければバイオマス燃料の調達及び使用
計画書に係る入力は完了となります。
その後は申請書印刷等に進みます。操作方法については変更手続きのマニュアルをご確認ください。
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